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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１個の部材が連結要素（１０、４０、６０、８８）と固定要素（３０、５０
、７０、９０、１０２）の間に保持され、前記連結要素（１０、４０、６０、８８）と前
記固定要素（３０、５０、７０、９０、１０２）とが摩擦溶接連結を行う、少なくとも１
個の部材とのかみ合い連結をするための連結要素（１０、４０、６０、８８）であって、
駆動部を有する頭部（１２、４２、８６）と軸部（１４、４４、６２）とを備え、この軸
部（１４、４４、６２）がその端面に少なくとも２つの切削構造体（１８）を備え、この
切削構造体（１８）が切削面内にある切刃（４６）を備え、前記切削面が前記軸部（１４
、４４、６２）を画成し、さらに前記切削構造体（１８）が周方向に離隔され、かつ切削
直径を決定する、連結要素において、
　さらに前記軸部（１４、４４、６２）が、前記切削構造体（１８）の間に前記切削直径
よりも小さな寸法の横断面を有し、この小さな寸法の範囲が少なくとも前記切削構造体（
１８）の切削直径の長さだけ前記頭部（１２、４２、８６）の方へ軸方向に延在している
ことを特徴とする連結要素。
【請求項２】
　前記軸部（１４、４４、６２）が前記切削直径ＤＳによって定められた面積の少なくと
も６０％の横断面積を有することを特徴とする請求項１に記載の連結要素。
【請求項３】
　前記切削構造体（１８）が最高で５個設けられていることを特徴とする請求項１または
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２に記載の連結要素。
【請求項４】
　前記軸部（１４、４４、６２）の端面の中心が最大で切削直径の５０％前記切削面から
前記頭部（１２、４２、８６）の方へ離隔されていることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか一項に記載の連結要素。
【請求項５】
　前記小さな寸法の範囲が前記軸部に凹部、特に溝を形成することによって生じることを
特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の連結要素。
【請求項６】
　前記切削直径が２．５ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に
記載の連結要素。
【請求項７】
　前記小さな寸法が前記頭部（１２、４２、８６）の方へ連続的に縮小していることを特
徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の連結要素。
【請求項８】
　固定要素（３０、５０、７０、９０、１０２）が少なくとも１個の部材を貫通する連結
要素（１０、４０、６０、８８）と摩擦溶接連結を行うことにより、少なくとも１個の部
材とのかみ合い連結をするための固定要素（３０、５０、７０、９０、１０２）であって
、部材複合体に接触するための周方向の縁範囲（３２）を有し、前記縁範囲（３２）の端
面が接触面を形成している、固定要素において、
　前記縁範囲（３２）が内側の方で収納範囲に接続し、この収納範囲が前記接触面に対し
て垂直な方向に離隔され、さらに溶接範囲が前記収納範囲に対して内側に位置するように
設けられ、前記溶接範囲が前記収納範囲に対して接触面の方へ隆起し、前記溶接範囲が前
記接触面に対して離隔されていることを特徴とする固定要素。
【請求項９】
　前記収納範囲が周方向に延在するように形成されていることを特徴とする請求項８に記
載の固定要素。
【請求項１０】
　前記固定要素（３０、５０、７０、９０、１０２）の外側に回転防止部、特に駆動部ま
たは外側駆動部が設けられていることを特徴とする請求項８または９に記載の固定要素。
【請求項１１】
　前記溶接範囲が凸形、円錐状または円錐台状に形成されていることを特徴とする請求項
８～１０のいずれか一項に記載の固定要素。
【請求項１２】
　前記収納範囲と前記溶接範囲が同心的に配置されていることを特徴とする請求項８～１
１のいずれか一項に記載の固定要素。
【請求項１３】
　溶接範囲の最大寸法範囲が１．５ｍｍよりも大きい、特に２．０ｍｍよりも大きいこと
を特徴とする請求項８～１２のいずれか一項に記載の固定要素。
【請求項１４】
　前記接触面に対する前記溶接範囲の離隔距離が１．０ｍｍよりも大きいことを特徴とす
る請求項８～１３のいずれか一項に記載の固定要素。
【請求項１５】
　前記収納範囲の半径方向寸法が５．０ｍｍよりも小さな直径を有することを特徴とする
請求項８～１４のいずれか一項に記載の固定要素。
【請求項１６】
　前記縁範囲（３２）が収納範囲に対してアンダーカットを形成するように形成されてい
ることを特徴とする請求項８～１５のいずれか一項に記載の固定要素。
【請求項１７】
　頭部（１２、４２、８６）と軸部（１４、４４、６２）を有する連結要素による、少な
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くとも２個の接合層（８２、８４）を備えた部材連結装置（８０、１００）であって、前
記軸部（１４、４４、６２）が前記接合層（８２、８４）を打込み方向に貫通して、固定
要素（３０、５０、７０、９０、１０２）との摩擦溶接連結を行い、前記固定要素（３０
、５０、７０、９０、１０２）が前記連結要素（１０、４０、６０、８８）の前記頭部（
１２、４２、８６）とは反対の前記接合層（８２、８４）の側に接触して、この接合層と
共に中空室を形成し、この中空室内に、少なくとも１個の接合層（８２、８４）の切り屑
が収納され、前記接合層（８２、８４）が前記頭部（１２、４２、８６）と前記固定要素
（３０、５０、７０、９０、１０２）との間でかみ合い連結されて保持され、
　前記連結要素（１０、４０、６０、８８）が請求項１～７のいずれか一項に従って形成
され、および／または前記固定要素（３０、５０、７０、９０、１０２）が請求項８～１
６のいずれか一項に従って形成されていることを特徴とする、部材連結装置。
【請求項１８】
　連結要素（１０、４０、６０、８８）が板状部材を貫通した後で固定要素（３０、５０
、７０、９０、１０２）に溶接可能である、請求項１～７のいずれか一項に記載した、軸
部（１４、４４、６２）を有する連結要素（１０、４０、６０、８８）と、請求項８～１
６のいずれか一項に記載した固定要素（３０、５０、７０、９０、１０２）とを備えた、
複数の板状部材を連結するための連結システム。
【請求項１９】
　前記固定要素（３０、５０、７０、９０、１０２）の溶接範囲の直径が前記連結要素（
１０、４０、６０、８８）の切削直径よりも２５％大きいことを特徴とする請求項１８に
記載の連結システム。
【請求項２０】
　前記溶接範囲と前記連結要素の軸部の凹形に形成された端面とが対応する形を有するこ
とを特徴とする請求項１９に記載の連結システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部分に記載した連結要素に関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際公開第２００８／０５８６２５Ａ１号パンフレットは、少なくとも１個の部材との
かみ合い連結を行うための連結要素を開示している。この連結要素は、連結要素の頭部と
第２板との間に第１板を固定するために、第２板との摩擦溶接連結を行う。
【０００３】
　連結要素は、回転しながらおよび押圧力を加えて、固定保持された部材を貫通するため
に、環状切刃を備えた中空円筒形の軸部を有する連結本体を備えている。
【０００４】
　中空円筒形の軸部を端面の環状切刃と組み合わせることにより、材料を中空円筒形の部
分の中に収容することができる。
【０００５】
　この種の構造は、特に繊維強化プラスチックを連結する際に、貫通プロセス中に発生す
る切り屑が第２板の摩擦溶接個所を汚すという欠点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の課題は、連結要素と、固定要素と、少なくとも１個の部材、特に連結要素と固
定要素との間にかみ合い連結によって保持される繊維強化プラスチック部材とから、部材
連結を改善しつつ可能にする連結要素と固定要素を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】



(4) JP 6854775 B2 2021.4.7

10

20

30

40

50

　連結要素に関する課題は、前提部分の特徴と共に、請求項１の特徴部分の特徴によって
解決される。
【０００８】
　従属請求項は本発明の有利な発展形態を形成している。
【０００９】
　本発明の第１の態様では、連結要素に摩擦溶接連結（Ｒｅｉｂｓｃｈｗｅｉｓｓｖｅｒ
ｂｉｄｕｎｇ）される固定要素を使用して、少なくとも１個の部材とのかみ合い連結（ｆ
ｏｒｍｓｃｈｌｕｅｓｓｉｇｅｎ　ｖｅｒ　ｂｉｎｄｕｎｇ、ｉｎｔｅｒｌｏｃｋｉｎｇ
　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）をするための連結要素が、公知のごとく駆動部を有する頭部と
、軸部とを備えている。
【００１０】
　軸部はその端面に、少なくとも２つの切削構造体を備え、この切削構造体は切削面内に
ある切刃を備えている。軸部はその端面が切削面によって画成されている。これらの切削
構造体は周方向において互いに離隔され、かつ切削直径を決定する。この切削直径は連結
要素の回転時に部材に穿設される。
【００１１】
　本発明に従って、軸部は周方向において切削構造体の間に切削直径よりも小さな寸法を
有する横断面を備えた範囲を有する。すなわち、この小さな寸法の範囲は、切削構造体の
大きな寸法によって形成された扇形の間の円欠部内にある。
【００１２】
　適切な形成により、ねじ込みプロセス中に生じる切り屑はねじ込み方向とは反対向きに
軸方向に排出される。これにより、切り屑は摩擦溶接連結を行う前に排出可能であり、よ
って切り屑はもはや連結プロセスに悪影響を及ぼさない。連結要素が２枚の繊維強化プラ
スチック板を連結するために使用されると、これは、穿孔プロセス中のプラスチック板の
間への切り屑の押込みを回避することになる。
【００１３】
　小さくなった寸法の範囲は好ましくは、少なくとも切削直径の長さだけ切削構造体から
頭部の方へ軸方向に延在している。これにより、穿孔プロセス中の切り屑の確実な排出が
確保される。
【００１４】
　他の有利な実施形態では、切削面内における切削構造体の最大の半径方向寸法が切削直
径の最大で２５％、特に最大で２０％である。それによって、切削すべき部材内への切削
構造体の侵入を可能にする中空室が切削構造体内に生じる。そのために、軸部の端面の中
心が切削直径の５０％まで切削面から離隔されていると有利である。それによって、切削
構造体が侵入するための十分に大きな自由空間が形成され、それにもかかわらず部材から
の切り屑の理想的な搬出が確保される。
【００１５】
　特に、軸部は切削直径によって定められた面積の少なくとも６０％の横断面積を有する
範囲を備えている。それによって、摩擦溶接連結にとって十分大きな連結面を提供し、そ
れにもかかわらず切削穿孔プロセス時に発生する切り屑の搬出を可能にする、切削直径に
対する小さくなった寸法の比が与えられる。
【００１６】
　他の有利な実施形態では、最高で５個の切削構造体が設けられている。それによって、
切削直径が小さい場合にも、十分な大きさの切削構造体間隔が確保されるので、小さな切
削直径の場合にも小さくなった寸法の有効な範囲を切削構造体の間にぴったりはめること
ができる。
【００１７】
　小さな寸法の範囲は、切削直径を有する円筒形の軸部に、凹部、特に溝の形の凹部を形
成することによって生じる。その代わりに、軸部自体は多角形の横断面を有していてもよ
い。この場合、切削構造体は角の範囲に配置され、それによって多角形の外接円が切削直
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径に一致する。
【００１８】
　軸部が中実材料で形成されていると有利である。軸部は２．５ｍｍよりも小さな直径を
有することができる。これは、繊維強化材料のマトリックスの損傷が小さいという利点が
ある。連結要素は細く形成可能であり、そのために軸部の長さは特に切削直径の１倍半よ
りも長い。
【００１９】
　他の実施形態では、小さな寸法の範囲が頭部の方に向かって連続的に（ｓｔｅｔｉｇ）
切削直径に近づいている。その結果、頭部から軸部への最大限の横断面接続が達成され、
これは、頭部を軸部からねじ切ることなく、より大きなトルクの伝達を可能にする。
【００２０】
　本発明の第２の態様では、本発明は、固定要素が少なくとも１個の部材を貫通する連結
要素との摩擦溶接連結を行うことにより、少なくとも１個の部材とのかみ合い連結をする
ための固定要素に関する。
【００２１】
　固定要素は部材結合体に接触するための周方向の縁範囲（ｕｍｌａｕｆｅｎｄｅｎ　Ｒ
ａｎｄｂｅｒｅｉｃｈ）を備えている。この縁範囲の端面が接触面を形成している。
【００２２】
　本発明では、縁範囲が内側の方で収納範囲に接続し、この収納範囲が接触面に対して垂
直な方向に離隔されている。さらに、固定要素は収納範囲の内側に位置する溶接範囲を備
えている。溶接範囲は収納範囲に対して接触面の方へ隆起している。溶接範囲は接触面に
対して離隔され、それによって接触面まで達していない。
【００２３】
　固定要素のこのような形成は、少なくとも１個の部材を切削貫通する連結要素が最も下
の層から落下する切り屑を溶接範囲から収納範囲に排出することができるという利点があ
る。それによって、連結要素と固定要素との間の溶接連結の質が大幅に改善される。とい
うのは、邪魔になる切り屑が溶接範囲から排出されるからである。
【００２４】
　特に、収納範囲は周方向に延在するように形成され、それによって溶接範囲を完全に取
り囲んでいる。これにより、溶接範囲に生じる切り屑をあらゆる方向に排出することがで
きる。これは特に、遠心力によって付勢される切り屑に作用を発揮する。
【００２５】
　他の有利な実施形態では、固定要素が回転防止部を備えている。この回転防止部は回転
方向において固定要素を固定保持することができる。この回転防止部は好ましくは普通の
ボルト駆動部、特に例えば六角駆動部のような外側駆動部の形に形成されている。それに
よって、摩擦溶接プロセス中に固定要素が一緒に回転することを防止することができるか
または連結要素の回転と反対向きに固定要素を回転させることができる。
【００２６】
　このような形状は、必要時に、連結要素に加えられる回転モーメントとは反対向きの回
転モーメントを固定要素に加えるために使用することもできる。これは、このように材料
結合連結部を連結要素および固定要素から剪断するために行われる。これにより、連結要
素と固定要素との間に固定された部材を再び取り外すことができる。
【００２７】
　他の有利な実施形態では、溶接範囲が凸形、円錐状または円錐台状に形成されている。
その結果、溶接範囲からの切り屑の排出が可能になる。それにもかかわらず、摩擦溶接連
結を行うための十分に大きな接触面が与えられる。
【００２８】
　固定要素がその縁範囲内で回転対称に形成されていると有利である。この場合特に、収
納範囲と溶接範囲は同軸に配置されている。これは固定要素の製作を容易にする。
【００２９】
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　溶接範囲の最大寸法範囲が１．５ｍｍよりも大きい、特に２．０ｍｍよりも大きいと有
利である。これは、固定要素と連結要素との間で固定連結を行うために十分に大きな溶接
領域を提供する。これは特に、連結要素が最大で２．５ｍｍの切削直径を有するときに達
成される。
【００３０】
　他の実施形態では、接触面に対する溶接範囲の離隔距離が１．０ｍｍよりも大きい。そ
れによって、収納範囲へ切り屑が確実に滑り落ちるために、連結すべき部材と固定要素と
の間に十分な自由空間が確保される。
【００３１】
　コンパクトな形成を可能にするために、収納範囲の半径方向寸法は５．０ｍｍよりも小
さな直径を有する。
【００３２】
　他の有利な実施形態では、縁範囲が収納範囲に対してアンダーカットを形成するように
形成されている。その結果、固定要素上で変形される連結要素の軸部が固定要素と共に、
材料結合による連結だけでなく、軸方向においてアンダーカットを介してかみ合い連結も
行う。
【００３３】
　他の態様では、本発明は、前述の連結要素と前述の固定要素を備えた、複数の接合層、
特に繊維強化プラスチックからなる層を連結するための連結システムに関し、この場合、
連結要素は接合層を自ら穿孔して貫通した後、固定要素に溶接可能である。
【００３４】
　連結システムは好ましくは、固定要素の溶接範囲の直径が連結要素の切削直径よりも２
５％大きくなるように形成可能である。
【００３５】
　連結システムの他の有利な実施形態では、固定要素の溶接範囲と連結要素の軸部の端面
とが対応する形を有する。例えば凸形に形成された溶接範囲が連結要素の軸部の凹形に形
成された端面に調和することができる。これにより、摩擦溶接連結個所において最大限の
接触面積および迅速な加熱が提供される。
【００３６】
　本発明はさらに、頭部と軸部を有する連結要素による、少なくとも２個の接合層を有す
る部材連結装置に関し、この場合、軸部が接合層を打込み方向に貫通して、固定要素との
摩擦溶接連結を行い、固定要素が連結要素の頭部とは反対の接合層の側に接触して、この
接合層と共に中空室（ｈｏｈｌｒａｕｍ）を形成し、この中空室内に、少なくとも１個の
接合層の切り屑が収納され、接合層が頭部と固定要素との間でかみ合い連結されて保持さ
れている。
【００３７】
　これにより、特に繊維強化プラスチックからなる接合層は、連結要素と固定要素との間
でしっかりとかつ繊維構造体の損傷を小さくして連結可能である。
【００３８】
　図に示した実施形態例に関連する次の説明から、本発明の他の効果、特徴および用途が
明らかになる。
【００３９】
　参照符号の下記のリストで使用される用語とそれに付属する参照符号は、明細書、特許
請求の範囲および図面で使用される。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１Ａ】本発明に係る連結要素の斜視図である。
【図１Ｂ】本発明に係る固定要素の斜視図である。
【図１Ｃ】本発明に係る連結要素の斜視図である。
【図１Ｄ】本発明に係る固定要素の斜視図である。
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【図２Ａ】本発明に係る連結要素の正面図である。
【図２Ｂ】図２Ａの連結要素の縦断面図である。
【図２Ｃ】図２Ａの連結要素の軸部の横断面図である。
【図３Ａ】図１Ｂの本発明に係る固定要素の平面図である。
【図３Ｂ】図３Ａの本発明に係る固定要素の断面図である。
【図４Ａ】図１Ｃの本発明に係る連結要素の正面図である。
【図４Ｂ】図２Ａの連結要素の縦断面図である。
【図４Ｃ】図２Ａの連結要素の軸部の横断面図である。
【図５Ａ】図１Ｄの本発明に係る固定要素の平面図である。
【図５Ｂ】図５Ａの本発明に係る固定要素の断面図である。
【図６】本発明に係る連結要素の斜視図である。
【図７】固定要素の本発明に係る他の実施形態の断面図である。
【図８】本発明に係る部材連結装置の部分断面図である。
【図９】本発明に係る部材連結装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　図１Ａは本発明に係る連結要素１０の斜視図である。図１Ｂは図１Ａの連結要素１０に
対応する固定要素３０を示す。連結要素は少なくとも１個の部材を有する固定構造体を貫
通した後で、摩擦溶接プロセスで固定要素に材料結合式に連結される。図１Ａに示した連
結要素１０と図１Ｂに示した固定要素３０は共に連結システムを形成する。
【００４２】
　図１Ｃは本発明に係る連結要素４０の他の実施形態の斜視図である。図１Ｄは本発明に
係る固定要素５０の斜視図である。連結要素４０と固定要素５０は、要素どうしの接触個
所にできるだけ大きな摩擦面を生じるように互いに調和している。
【００４３】
　図２Ａは、特に図１Ｂに係る固定要素との摩擦溶接連結を行うための本発明に係る連結
要素１０の正面図である。この摩擦溶接連結により、連結要素１０の頭部１２と固定要素
との間で、固定構造体を保持することができる。連結要素１０は円筒状の軸部１４を有し
、この軸部はその端面が切削面ＥＳとなっている。この切削面内には２つの切刃１８が存
在する。この切刃は切削直径ＤＳを決定する。固定構造体内での穴の切削形成をこの切削
直径で行うことができる。
【００４４】
　軸部１４は切削面ＥＳから出発して頭部１２の方へ溝１６を有する。さらに、この溝１
６の反対側に溝（図２Ｂ参照）が設けられている。それによって、溝１６の範囲内に、切
削直径ＤＳよりも小さな横断面の範囲が生じている。これは図２Ｃに詳細に示してある。
切刃１８によって固定構造体から切除された切り屑は、連結要素１０の回転によって溝１
６内を切削面ＥＳから頭部１２の方へ軸方向に運ばれ、これにより穿孔方向とは反対の方
向に固定構造体から運び出される。
【００４５】
　溝１６、２０の穿設は１回の加工工程で軸部１４の端面にある切削構造体１８を生じる
ことができる。
【００４６】
　切刃の間には凹部が設けられている。この凹部は軸部端部の中心を切削面ＥＳに対して
切削直径ＤＳの約半分だけ離隔している。それによって、固定構造体内への切刃１８の確
実な侵入が確保される。
【００４７】
　図２Ｂは軸部端部の範囲内に配置された両側の溝１６、２０を有する縦断面ＩＩＢ－Ｉ
ＩＢを示す。溝１６、２０の深さは頭部１２の方へ小さな勾配で連続的に浅くなっている
。さらに、中心軸線と軸部の端面との交点と、切削面ＥＳとの間隔Ａが示してある。この
間隔は切削直径ＤＳの５０％である。
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【００４８】
　図２Ｃは軸部１４の横断面ＩＩＣ－ＩＩＣを示す。円筒状の軸部１４は切削直径ＤＳを
有する。さらに、溝１６、２０によって生じ、大きさが小さくなった範囲がどのようにし
て形成されているかがよくわかる。切刃で発生した切り屑は、軸方向に延在するこの凹部
を通って、穿孔方向とは反対向きに軸方向に搬出される。
【００４９】
　図３Ａは、連結要素１０に対応して形成された、図１Ｂに示す本発明に係る固定要素３
０の平面図である。
【００５０】
　図３Ｂは回転対称の本発明に係る固定要素３０の、図３Ａの断面ＩＩＩＢ－ＩＩＩＢを
示す。この固定要素は図２Ａ～２Ｃに示すような連結要素１０を固定するために設けられ
ている。固定要素３０は六角形の外側輪郭を有し、縁範囲３２は接触面ＥＡを形成してい
る。
【００５１】
　縁範囲の内側には収容範囲３４が設けられている。この収容範囲は接触面ＥＡに対して
離隔されている。図１Ｃに示した実施形態では、収容範囲３４はリング状に形成されてい
る。このリング状収容範囲３４内に、溶接範囲３６が設けられている。この溶接範囲は収
容範囲３４のレベルに対して接触面ＥＡの方へ隆起している。溶接範囲３６は球冠状に凸
形に形成されている。この場合、連結要素１０（図１Ａ）の端面の曲率と溶接範囲３６の
曲率は互いに適合している。これにより、摩擦溶接プロセスによって連結すべき接合パー
トナーの間に、できるだけ大きな接触面が生じる。他方では、球冠状の隆起部が、連結要
素１０の回転下での、固定要素内に落下する切り屑の滑り落ちを促進する。これにより、
連結要素と固定要素３０との間の摩擦溶接連結に不利な影響を及ぼす切り屑が接合領域内
にとどまることがない。
【００５２】
　図４Ａは、頭部４２と軸部４４を有する連結要素４０の本発明に係る他の実施形態の正
面図である。図２Ａの実施形態のように、軸部４４の端面側の端部に、切刃４６を備えて
いる。この切刃は切削加工して穴を形成するために適している。図１Ａと異なり、凹部４
７Ａは円筒状の軸部４４にくさび状に形成され、特にはさむことによって形成される。こ
の実施形態でも、図１Ａのように、凹部が切削直径ＤＳよりも大きな長さにわたって、切
削面から頭部の方へ軸方向に延在している。
【００５３】
　図４Ｂは図４Ａの断面ＩＶＢ－ＩＶＢを示している。この断面図は凹部４７Ａ、４７Ｂ
の延在を示している。縮小する大きさの範囲の横断面の大きさは、頭部の方へますます小
さくなっている。凹部の深さは、完全な軸部横断面が形成されるまで、頭部４２の方へ縮
小している。
【００５４】
　図４Ｃは図４Ａの切断線ＩＶＣ－ＩＶＣに沿った軸部４４の横断面を示す。この場合、
切削直径ＤＳよりも小さな大きさ４８の範囲が形成されている。図２Ａ、２Ｂに示したく
さび状凹部はきわめて簡単に製作可能であるという利点を有する。それにもかかわらず、
切り屑を切削範囲から確実に運び出すことができる。
【００５５】
　図５Ａは、連結要素４０に対応して形成された本発明に係る図１Ｄの固定要素５０の平
面図である。
【００５６】
　図５Ｂは図５Ａの断面ＶＢ－ＶＢを示す。図１Ｃに示した固定要素と異なり、溶接範囲
５２が円錐形に形成されている。この形状により、貫通プロセス時に発生する切り屑は、
収容範囲５４内に確実に滑り落ちることができる。この形状はさらに、図２Ａに従って形
成された連結要素４０のために最大の摩擦面を確保する。固定要素５０の溶接直径Ｄ２は
ほぼ連結要素４０の切削直径ＤＳに等しい。それによって、理想の接合領域が形成され、
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【００５７】
　図６は本発明に係る連結要素６０の斜視図である。縮小する大きさの範囲は、連結要素
６０の円筒状軸部６２への溝６１の穿設によって形成されている。溝６１はその底が連結
要素６０の軸線に対して平行に延在し、頭部寄りのその端部が軸部６２の外周レベルまで
跳ね上がっている。
【００５８】
　図７は固定要素７０の本発明に係る他の実施形態の断面図である。固定要素７０はリン
グ状の収容範囲７２を有し、この収容範囲内に半球状の溶接範囲７４が設けられている。
接触範囲７６は、収容範囲７２から半径方向に少なくとも部分的に突出してアンダーカッ
トを形成するように、その半径方向寸法が形成されている。これは、接合パートナーの溶
融によって溶接ビードが拡幅されるという利点がある。それによって、図９に対応する実
施形態に従って、材料結合式連結のほかに、付加的なかみ合い連結が行われる。
【００５９】
　図８は、第１接合層８２と第２接合層８４を備えた本発明に係る部材連結装置８０の部
分断面図である。両接合層８２、８４は、繊維強化されたプラスチックからなっている。
両接合層は、本発明に従い、連結要素８８の頭部８６と固定要素９０との間でかみ合い連
結が行われることによってばらばらにならないように保持される。連結要素８８と固定要
素９０との間の連結は、接合領域９２において連結要素８８と固定要素９０との間の摩擦
溶接連結を行うことによって達成される。この接合領域では、連結要素８８の軸部が接合
層８２、８４を切削して貫通した後で前述のように固定される。切削式穿孔プロセスの間
、連結要素８８の冒頭で述べた幾何に基づいて生じる切り屑は、軸部の溝の範囲が最も上
の接合層８２から突出している間は、接合層連結部から運び出される。しかし、すべての
切り屑を穿孔方向と反対向きに運び出すことはできないので、残りの切り屑は固定要素９
０の収納範囲９４内に収容される。従って、そこに置かれた切り屑は摩擦溶接連結に不利
な影響を及ぼさない。これにより、好ましくは小さな直径の軸部にかかわらず、大きな連
結強度が確保される。図５の部分断面図からわかるように、連結要素８８と固定要素９０
は六角形の外側駆動部を備えている。これは一般的な駆動部形状である。
【００６０】
　図９は図８と同様な本発明に係る部材連結装置１００の断面図である。この場合、図７
の実施形態に係る固定要素１０２が示してある。この断面図からわかるように、接触範囲
１０４は固定要素１０２の収容範囲１０６から半径方向に一部だけ突き出ている。形成さ
れた摩擦溶接ビード１１０により、接合領域１０８における材料結合式連結に加え、かみ
合い連結が行われる。
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